
「いままで自分たちでも十分に話し合った。しかしどうしても解決には
いたらなかった。司法書士があいだに入っても結果は同じなのではな
いか？」このように思う方もいるかも知れません。

しかしもう一度よく考えてみましょう。いままで本当の意味での話し合いはで
きていましたか？もめごとに巻き込まれている人はつい感情的になり、会話が
かみ合わなくなっていることも多いものです。
かいけつ☆おさ丸のＡＤＲ担当司法書士は、公平・中立な立場から対話を促進
し、きちんとした話し合いの場を支えるためのトレーニングを積んでいます。
かいけつ☆おさ丸を利用することで、いままでとは違った話し合いの展開にな

ることも十分に考えられるのです。

Ａ
司法書士があいだに
入ると、話し合いに
何か違いがあるので
すか？

裁判所で行う調停手続きは、一般的に相手方と顔を合わせることなく、
調停委員のリードのもとで合意点・妥協点を探ろうとするものです。

かいけつ☆おさ丸の話し合いは、原則として両方の当事者が同席・対面してお
こない、ＡＤＲ担当司法書士は評価や判断をせず、あくまでも話し合いの場を
支える役目に徹することが大きな特徴です。
「当事者は、もともと話し合いで問題を解決する能力をもっている。それをお
手伝いするのがＡＤＲの役割」私たちはこのように考えています。

Ａ
裁判所の調停とはど
こが違うのですか？

取りあつかう『もめごと』『トラブル』に制限はありませんが、
たとえば次のような事案がかいけつ☆おさ丸に向いています。

●友人にお金を貸したが返してくれない。友人なので裁判まではしたくない。
●マンション上階の騒音に悩まされている。同じマンション住民なので穏便に
解決したい。
●ひどい言葉で罵られたのがどうしても許せない。慰謝料など要らないが、
謝って欲しい。
つまり、相手方が知り合いのため裁判まではしたくない『もめごと』、お金に
よる解決に向かない『トラブル』などです。

Ａ
どのような『もめご
と』『トラブル』を
取りあつかってくれ
るのですか？

そのようなことはありません。
手続きは非公開ですし、関係者は秘密を厳守します。

Ａ
誰かに知られてしま
いませんか？

無料です。ただし一定の実費がかかる場合もあります。
実費の負担については、手続きに先立ってよくご説明いたします。

Ａ
費用はいくらかかり
ますか？
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お申込みは次の
いずれかの方法で

申込書の用紙は群馬司法書士会
及び県内各地の司法書士事務所に
用意してあります

かいけつ
☆
おさ丸

ご利用の流れ

司法書士会

ＦＡＸ

司法書士事務所

その『もめごと』
その『トラブル』

群馬司法書士会ＡＤＲセンター

かいけつ☆おさ丸
で話し合ってみませんか？

群馬司法書士会ＡＤＲセンター かいけつ☆おさ丸 とは…

群馬司法書士会が設置・運営するＡＤＲセンターです。裁判所や
訴訟をつかわずに、話し合いで『もめごと』や『トラブル』を解決
することを目的としています。話し合いを円滑にすすめるために、
トレーニングを受けた経験豊富な司法書士が、公平・中立な立場で
あいだに入ります。あなたのその『もめごと』その『トラブル』、
いちどかいけつ☆おさ丸で話し合ってみたらいかがですか？

「ＡＤＲ」ってナニ？

ＡＤＲとは裁判外紛争解決
手続きのこと。文字どおり、
裁判所をつかわずに
『もめごと』や『トラブル』
などを解決する方法です。


